
現計画の基本的事項について 

（１）ごみ処理の基本理念

 「大地と共に育つ、田園型拠点都市」を都市像に持つ新潟市においても、市の特色を 

生かしてさらなるごみ減量・資源化に努める責任があります。循環型社会と低炭素社会・ 

自然共生社会を統合的に構築し、新潟市が持続的に発展するため、市民・事業者・市が 

一体となって「環境先進都市」の実現に向けた取り組みを加速させていくことを基本理 

念としました。 

（２）環境先進都市に向けた数値目標

区 分 
平成 22 年度 

（実績） 

平成 28 年度 

（中間目標） 

平成 31 年度 

（最終目標） 

① 家庭系ごみ量

（１人１日あたり） 
494g 484g 

（△10g）
474g 

（△20g）

② 事業系ごみ排出量 84,393t 79,300t 
（△5,093ｔ）

74,500t 
（△9,893ｔ）

③ リサイクル率 27.0％ 29.8％
（+2.8%）

30.9％
（+3.9%）

④ 最終処分量 32,092t 22,500t 
（△30%）

21,800t 
（△32%）

（参考指標） 

廃棄物分野の CO2排出量 
81,957t-CO2/年

75,800t-CO2/年
（△8%）

73,100t-CO2/年
（△11%）

■家 庭 系 ご み 量＝燃やすごみ＋燃やさないごみ＋粗大ごみ＋家庭系直接搬入量(有料分) 

■事業系ごみ排出量＝許可業者搬入量＋事業系直接搬入量 

■リ サ イ ク ル 率＝資源化量÷ごみ総排出量（家庭系ごみ+事業系ごみ+集団・拠点回収） 

  ■廃棄物分野の CO2排出量 

 ＝焼却処理による排出量＋廃棄物処理施設での燃料等の使用による排出  

（３）ごみ処理の基本方針
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